
岐阜労働局のハローワークにおける障害種別の新規求職申込件数と就職件数の推移
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事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実

現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

令和８年７月令和６年４月令和５年度

２.７％⇒２.５％⇒２.３％民間企業の法定雇用率

37.5人以上40.0人以上43.5人以上対象事業主の範囲

◆ 毎年６月１日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務）

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。（令和６年４月以降）
Point
①

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

LL070401障02

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和７年４月１日から以下のよ
うに変わりました。(これまで除外率が10％以下であった業種は除外率制度の対象外となりました。)

除外率除外率設定業種

５％・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）

１０％・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む）

１５％・港湾運送業 ・警備業

２０％・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院

２５％・林業（狩猟業を除く）

３０％・金属鉱業 ・児童福祉事業

３５％・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く）

４０％・石炭・亜炭鉱業

４５％・道路旅客運送業 ・小学校

５０％・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園

７０％・船員等による船舶運航等の事業

除外率が引き下げられました。（令和７年４月）
Point
②



厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

Ｑ１． 障害者雇用納付金の取扱いはどうなるのでしょうか？

Ａ１． ①令和６年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和７年４月１日から同年５月15日までの間）

新しい法定雇用率（2.5％）で算定していただくことになります。

②令和８年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和９年４月１日から同年５月17日までの間）

令和８年６月以前については2.5％、

令和８年７月以降については2.7％で算定していただくことになります。

Ｑ２． 障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか？

Ａ２． 障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポー

トを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。

「障害者雇用のご案内」：https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

Ｑ ＆ Ａ

障害者雇用における障害者の算定方法が変更となりました。
Point
③

精神障害者の算定特例の延長（令和５年４月以降）。
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れか
らの期間等に関係なく、１カウントとして算定できるようになりました。

一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定（令和６年４月以降）。

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者につ
いて、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになりました。

障害者雇用のための事業主支援を強化しました。（令和６年４月以降）Point
④

「障害者雇用相談援助事業」が始まっています。
◆ 障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るた
めに必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになりました。

（「障害者雇用相談援助事業」利用のご案内：https://www.mhlw.go.jp/content/001245754.pdf）

障害者雇用関係の助成金を拡充・新設しました。

◆ 加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必
要な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に、助成が受けられるようになりました。

◆ 障害者介助等助成金の拡充（障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助
者等の能力開発への経費助成の追加）や職場適応援助者助成金の拡充（助成単価や支給上限額、
利用回数の改善等）の他、職場実習・見学の受入れ助成を新設しました。
（各種助成金の詳細はこちら：https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html）

Ｑ３．今後の法定雇用率について、国や地方公共団体等の取扱いはどう変わりますか？

Ａ３． 国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和８年７月１日から3.0％と民間企業と同様に引き上げとなりま

す。また、都道府県等の教育委員会の法定雇用率については、令和８年７月１日から2.9％となります。

なお、除外率制度について、民間企業と同様に令和７年４月から10ポイント引き下げられました。



このため、労働局・ハローワークでは、一般の従業員の方を主な対象に、精神

障害、発達障害に関して正しく理解いただき、職場における応援者（精神・発達

障害者しごとサポーター）となっていただくための講座を開催しています。

◆内 容 ： ｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」､「精神・発達障害の特性」、
（予 定） ｢共に働く上でのポイント（コミュニケーション方法）」等について

◆メリット ： 講師が紹介する様々な事例を通じて、精神・発達障害についての知識
や一緒に働くために必要な配慮などの理解を深めることができます。

◆講座時間 ： 90～120分程度（講義75分、質疑応答15～45分程度）を予定

◆受講対象 ： 企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

＜ 障害のある方を雇用している、または雇用しようとしている事業主の皆さまへ ＞

● ｢精神・発達障害者しごとサポーター」は特別な資格制度等ではありません。また、本講座の受講
により、職場の中で障害者に対する特別な役割を求めるものでもありません。

● ｢精神・発達障害者しごとサポーター」の養成は、広く職場における精神障害、発達障害に関する
正しい理解の浸透を図り、精神・発達障害者にとって働きやすい職場環境づくりを推進し、「障
害者と一緒に働くことが当たり前」の社会になることを後押しすることを目的としています。

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座の概要

を 絶賛開催中！

※ 今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。

※ 講座の開催日程は、都道府県労働局職業安定部職業対策課（裏面参照）にお問い合わせください。

詳細やご不明な点は、裏面のお問い合わせ先へ !!

ご留意

ください

全国各地で

事業所への出前講座も
あります

ハローワークから講師が事業所に出向きます。また、精神・発達障害者
の雇用でお困りのことがあれば、ご相談をお受けいたします。

※ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部職業対策課（裏面参照）にお問い合わせください。

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座

別添３

しごとサポーターポータルサイトを開設しています。
受講者の声をはじめ、幅広い情報をご覧いただけます。

しごとサポーター 検索

精神障害、発達障害のある方々の雇用は、年々増加しています。これらの方々が安定して

働き続けるためのポイントの一つは「職場において同僚や上司がその人の障害特性について

理解し、共に働く上での配慮があること」ですが、企業で働く一般の従業員の方が障害等に

関する基礎的な知識や情報を得る機会は限られていました。

e-ラーニング版 を公開しています！ しごとサポーター eラーニング 検索
「まず基礎知識を学びたい」という方はぜひご利用ください。



住 所郵便番号FAX番号電話番号局名

札幌市北区北8条西2丁目1-1札幌第1合同庁舎3階060-8566011(738)1062011(709)2311北海道労働局1

青森市新町2-4-25青森合同庁舎7階030-8558017(773)5372017(721)2003青森労働局2

盛岡市盛岡駅西通1-9-15盛岡第2合同庁舎5階020-8522019(604)1533019(604)3005岩手労働局3

仙台市宮城野区鉄砲町1仙台第4合同庁舎983-8585022(299)8064022(299)8062宮城労働局4

秋田市山王3-1-7東ｶﾝﾋﾞﾙ5階010-0951018(865)6179018(883)0010秋田労働局5

山形市香澄町3-2-1山交ﾋﾞﾙ3階990-8567023(635)0581023(626)6101山形労働局6

福島市霞町1-46福島合同庁舎4階960-8021024(536)4211024(529)5409福島労働局7

水戸市宮町1-8-31310-8511029(224)6279029(224)6219茨城労働局8

宇都宮市明保野町1-4宇都宮第2合同庁舎320-0845028(637)8609028(610)3557栃木労働局9

前橋市大渡町1-10-7群馬県公社総合ﾋﾞﾙ9階371-0854027(897)3613027(210)5008群馬労働局10

さいたま市中央区新都心11-2
明治安田生命さいたま新都心ﾋﾞﾙﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽ・ﾀﾜｰ14階15階

330-6016048(600)6229048(600)6209埼玉労働局11

千葉市中央区中央4-11-1千葉第2地方合同庁舎4階260-8612043(202)5141043(221)4391千葉労働局12

千代田区九段南1-2-1九段第3合同庁舎12階102-830503(3512)156503(3512)1664東京労働局13

横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ｳｴｽﾄﾋﾞﾙ3階231-0015045(650)2805045(650)2801神奈川労働局14

新潟市中央区美咲町1-2-1950-8625025(288)3517025(288)3508新潟労働局15

富山市神通本町1-5-5富山労働総合庁舎6階930-8509076(432)3801076(432)2793富山労働局16

金沢市西念3-4-1金沢駅西合同庁舎5階920-0024076(261)1408076(265)4428石川労働局17

福井市春山1-1-54福井春山合同庁舎9階910-85590776(27)76930776(26)8613福井労働局18

甲府市丸の内1-1-11400-8577055(225)2786055(225)2858山梨労働局19

長野市中御所1-22-1380-8572026(226)0157026(226)0866長野労働局20

岐阜市金竜町5-13岐阜地方合同庁舎4F500-8723058(245)3105058(245)1314岐阜労働局21

静岡市葵区追手町9-50静岡地方合同庁舎5階420-8639054(271)9977054(271)9970静岡労働局22

名古屋市中区錦2-14-25ﾔﾏｲﾁﾋﾞﾙ13階460-0003052(220)0572052(219)5507愛知労働局23

津市島崎町327-2津第2地方合同庁舎514-8524059(227)4331059(226)2306三重労働局24

大津市打出浜14-15滋賀労働総合庁舎５階520-0806077(528)6068077(526)8686滋賀労働局25

京都市中京区両替町通御池上ﾙ金吹町451604-0846075(241)3264075(275)5424京都労働局26

大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNﾋﾞﾙ21階540-002806(4790)631506(4790)6310大阪労働局27

神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ14階650-0044078(367)3853078(367)0810兵庫労働局28

奈良市法蓮町387奈良第3地方合同庁舎630-85700742(32)02250742(32)0209奈良労働局29

和歌山市黒田二丁目3番3号和歌山労働総合庁舎640-8581073(475)0115073(488)1161和歌山労働局30

鳥取市富安2-89-9680-85220857(22)77170857(29)1708鳥取労働局31

松江市向島町134-10松江合同庁舎5階690-08410852(20)70250852(20)7020島根労働局32

岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎3階700-8611086(801)4527086(801)5108岡山労働局33

広島市中区八丁堀5-7広島KSﾋﾞﾙ4階730-0013082(502)7835082(502)7832広島労働局34

山口市中河原町6-16山口地方合同庁舎2号館753-8510083(995)0384083(995)0383山口労働局35

徳島市徳島町城内6-6徳島地方合同庁舎4階770-0851088(622)2448088(611)5387徳島労働局36

高松市ｻﾝﾎﾟｰﾄ3-33高松ｻﾝﾎﾟｰﾄ合同庁舎760-0019087(811)8934087(811)8923香川労働局37

松山市若草町4-3松山若草合同庁舎5階、6階790-8538089(941)5200089(941)2940愛媛労働局38

高知市南金田1-39781-9548088(885)6065088(885)6052高知労働局39

福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎新館6階812-0013092(434)9822092(434)9806福岡労働局40

佐賀市駅前中央3-3-20佐賀第2合同庁舎6階840-08010952(32)72230952(32)7217佐賀労働局41

長崎市万才町7-1TBM長崎ﾋﾞﾙ6階850-0033095(801)0043095(801)0042長崎労働局42

熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎A棟9階860-8514096(211)1732096(211)1704熊本労働局43

大分市東春日町17-20大分第2ｿﾌｨｱﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3階870-0037097(535)2091097(535)2090大分労働局44

宮崎市橘通東3丁目1番22号宮崎合同庁舎5階880-08050985(38)88290985(38)8824宮崎労働局45

鹿児島市西千石町1-1鹿児島西千石第一生命ﾋﾞﾙ1階892-0847099(216)9911099(219)8712鹿児島労働局46

那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎3階900-0006098(951)3507098(868)3701沖縄労働局47

【 お問い合わせ先 】全国都道府県労働局 職業安定部 職業対策課



ロゴマーク

〔参考：色〕



令和7年1月時点
中南米（ブラジル・ペルー等）69％ 69%
中国 12％ 12%
フィリピン 8％ 8%
その他（ベトナム・東南アジア等）13％ 13%

永住者 50％ 50%
定住者 29％ 29%
日本人の配偶者等 9％ 9%
永住者の配偶者等 1％ 1%
技術、人文知識・国際業務 2％ 2%
特定技能 3％ 3%
その他 6％ 6%

ハローワーク大垣 来所 外国人求職者
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在留資格別求職者数割合

永住者 50％

定住者 29％

日本人の配偶者等 9％

永住者の配偶者等 1％

技術、人文知識・国際業務 2％

特定技能 3％

その他 6％



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※在留期間は在留資格により異なります 

日本の公私の期間との契約に基づいて行う特定産業分野（１号１

４分野、２号２分野）に属する相当程度の知識若しくは経験を必要

とする技能を要する業務（１号）又は熟練し技能を要する業務（２

号）に従事する活動 

特定技能 1号・2号 

永住者又は特別永住者の配偶者、永住

者又は特別永住者の子として日本で出

生し、出生後引き続き日本に在留する

者 
《在留期間：５年、３年、１年又は６

月》 

永住者の配偶者等 

日本人の配偶者、日本人の特別養子、

日本人の子として出生した者 
《在留期間：５年、３年、１年又は６

月》 
 

日本人の配偶者等 

日系３世、日系２世の配偶者、日系２

世の子の配偶者等、法務大臣が特別な

理由を考慮し一定の在留期間をして居

住を認める者 
《在留期間：５年、３年、１年、６月

又は法務大臣が個々に指定する期間》 

定 住 者 

入管特例法第２条に基づく法的地位 
《在留期間：無期限》 

特別永住者 

日本で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的として

創設されたもので、一定期間の技能実習を経た上で一定水準の技術を習得したと認

められる者が一定要件をクリアした場合に研修実習先企業と雇用契約を結び、生産

現場での労働を通じてより実践的な技術等を習得するものです。 
《在留期間：法務大臣が個々に指定する期間（２年を超えない範囲）》 

技 能 実 習 

ワーキングホリデー、ＥＰＡに基づく看護師介護福祉士等、個々の外国人について

法務大臣が指定する活動 
《在留期間：５年、４年、３年、２年、１年、６月、３月又は法務大臣が個々に指

定する期間（５年を超えない範囲）》 

特 定 活 動 

外国の報道機関との契約に基

づいて行う取材、その他の報道

上の活動 

報 道 

外国の宗教団体により日本に

派遣された宗教家の行う布教、

その他の宗教上の活動 

貿易、その他の事業の経営を行

い又は当該事業の管理に従事

する活動 

経 営 ・ 管 理 

演劇、演芸、演奏、スポーツ等

の興行に係る活動又はその他

の芸能活動 

大学もしくはこれに準ずる機

関又は高等専門学校において

研究、研究の指導又は教育をす

る活動 

興 業 

収入を伴う音楽、美術、文学そ

の他の芸術上の活動 
（この表の「興行」に掲げる活

動を除く） 

医師、歯科医師その他の法律上

資格を有する者が行うことと

されている医療に係る業務に

従事する活動 

医 療 

法務大臣が永住を認める者 
《在留期間：無期限》 

日本の公私の機関との契約に

基づき研究を行う業務に従事

する活動（この表の「教授」に

掲げる活動を除く） 

研 究 

小・中学校、高等学校、盲学校、

養護学校、専修学校等において

語学教育その他の教育をする

活動 

教 育 

教 授 芸 術 宗 教 

外国法律事務弁護士、外国公認

会計士等、資格を有する者が行

うこととされている法律・会計

業務の活動 

法律・会計業務 

日本の公私の機関との契約に基

づき行う研究、研究指導、教育、

技術業務、事業の経営又は管理

の活動 

高度専門職 1号・2号 

外国の事業所から転勤（関連会

社への出向含む）して行うこの

表の「技術・人文知識・国際業

務」の活動 

企業内転勤 

日本の公私の機関との契約に

基づいて介護福祉士の資格を

有する者が介護又は介護の指

導を行う業務に従事する活動 

介 護 

【技術】理工学等の技術又は知識を要する業務 
【人文知識】法律・経済・人文科学等の知識を要する業務 
【国際業務】通訳・語学指導・海外取引・デザイン等の業務 
※大学卒業以上又は一定期間の経験年数が必要 

技術・人文知識・国際業務 

永 住 者 

日本の公私の機関との契約に基

づいて行う産業上の特殊な分野

に熟練した技能を有する業務に

従事する活動 

技 能 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

短期間滞在して行う観光、保養、ス

ポーツ、親族の訪問、見学、講習又

は会合への参加、業務連絡その他こ

れらに類似する活動 
《在留期間：90日,30日又は 15日》

短期滞在 

収入を伴わない学術上もしくは芸

術上の活動又は我国特有の文化も

しくは技能について専門的な研究

又は習得を行う活動 
《在留期間：１年又は６カ月》 

文化活動 

専門的、技術的分野に係る在留資

格、「文化活動」、「留学」（「技能実

習」、「短期滞在」、「研修」を除く）

の在留資格をもって在留する者の

扶養を受ける配偶者又は子として

行う日常的な活動 

家族滞在 

「資格外活動許可」を受けていると

１週２８時間以内のアルバイトを

行うことが可能。 
※風俗営業等の従事は不可。 

 

左は在留カードの表裏面の見本（裏

面下に「留学」等の原則就労が認め

られない者が許可により条件付き

就労が認められた場合の表示）。下

は許可証がパスポートに表示され

た場合の証印見本。右は書面により

許可された場合の許可書見本です。 

公私の機関により受け入れられて

行う技能等の習得をする活動（「技

能実習」、「留学」を除く 
《在留期間：１年又は６カ月》 

日本の大学、高等専門学校、高等学

校等の機関で教育を受ける活動 
《在留期間：４年３月、４年、３年

３月、３年、２年３月、２年、１年

３月、１年、６月及び３月》 

卒業後、日本国内で就職し就労する場合、在留資格の変更申請と許

可が必要。「技術・人文知識・国際業務」等の活動に該当することと、

その在留資格に定められた学歴等の基準に適合することが必要。 
大学等の専門課程において専門士の称号を取得して卒業した留学生

が、卒業前から行っている就職活動を卒業後も引き続き行うため在

留を希望する場合、一定の要件のもと在留資格を「特定活動」、在留

期間を「６月」に変更することが出来る。（審査によりさらに１回の

期間更新もあり得る。） 

就労には「資格外活動許可」が必要。 

留 学 研 修 

「資格外活動許可」を受けていると１週２８時間以内

（学校の夏休み等の長期休業期間中は１日８時間以

内）のアルバイトを行うことが可能。 
※風俗営業等の従事は不可。 
確認方法：在留カード裏面、シール式証印又は許可書 



「在留カード」の主な記載内容 

在留期間（満了日） 

在留カードは，正規に我が国に中長期間在留する外国人の方に交付されます。
具体的には，次の①～⑥にあてはまらない人です。 
 
①「３月」以下の在留期間が決定された人 
②「短期滞在」の在留資格が決定された人 
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人 
④「特定活動」の在留資格が決定された，台湾日本関係協会の本邦の事務 
 所（台北駐日経済文化代表処等）若しくは駐日パレスチナ総代表部の職 
 員又はその家族の方 
⑤特別永住者 
⑥在留資格を有しない人 

「特別永住者証明書」 

特別永住者証明書には有効期間があります。ご確認ください。 

有効期間 

一般的には券面に表示された有効期間が在留カードの有効期間となりますが，表面の在留期間の満了日までに，在留資
格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をした場合には，その旨が在留カードの裏面に記載され，当該申請に対する
処分がなされない限り，表面の在留期間の満了日から2か月を経過する日まで有効となります。 

変更があった場合には
裏面に記載されます。 

住居地 

在留資格 

在留資格のない方には 
カードは交付されませ
ん。 

在留カードには有効期間があります。ご確認ください。（注） 

有効期間 

就労制限の有無 

在留カード番号が失効
していないかを調べる
ことができます。 
（詳細は裏面へ） 

在留カード番号 

在留カードの 
有効期間の満了日が 
16歳の誕生日までと 
なっているカードには 
写真は表示されません。 

顔写真 

在留期間中は（満了日
まで）本邦に在留する
ことができます。 

特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。 

特別永住者証明書番号が失効していないかを調べること
ができます。（詳細は裏面へ） 

特別永住者証明書番号 

（裏面） 

（表面） 

２０１９年３月３１日
までに交付された在留
カードでは，「法務大
臣」と記載されていま
す。 

交付者 

２０１９年３月３１日までに交付された特別永住者証明
書では，「法務大臣」と記載されています。 

交付者 



文字の白黒が反転 

銀色のホログラムは，
見る角度を９０°変え
ると，文字の白黒が反
転します。 

ホログラムが３Ｄ的動き 

カードを左右に傾けると， 
「ＭＯＪ」のホログラムが
３Ｄ的に左右に動きます。 

左端がピンク色に変化 

カードを上下方向に傾けると，
色がグリーンからピンクに変
化します。 

絵柄がグリーン色に変化 

カードを上下方向に傾ける
と，「ＭＯＪ」の文字の 
周囲の絵柄がピンクから 
グリーンに変化します。 

カードの透かし文字 

暗い場所で，カードおもて面
側から強い光を直に当てて透
かして見ると，右図のような
「ＭＯＪＭＯＪ・・・」の透
かし文字が見えます。 

 
  
 
   

在留カード・特別永住者証明書が偽変造されていないかについて確認できます 

 出入国在留管理庁のＷＥＢサイト「在留カード等番号失効情報照会」では，在留カード等の番号などの必要 
事項を入力すると，入力されたカード番号が失効していないかを確認することができます。  
                                      https://lapse-immi.moj.go.jp/ 

 出入国在留管理庁のＷＥＢサイトにおいて，在留カード等の仕様書を公開しています。 
 在留カード等のＩＣチップに記録されている情報を読み取るための製品が開発・市販されており，これら 
を使用して読み取った画像と券面を比較することで，真正な在留カードか否かを確認することができます。 
                           http://www.immi-moj.go.jp/news-list/120424_01.html 



育成就労制度の概要
令和６年６月２１日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する

法律」が公布されました。

それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的

とする育成就労制度が創設されます（育成就労制度は令和６年６月２１日から起算して３年以内の政令で定める日に施行されます。）。

｢育成就労産業分野（育成就労制度の受入れ分野）」（※）において、我が国での３年間の就労を通じて特定技能１号

水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること。

（※）特定産業分野（特定技能制度の受入れ分野）のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの

育成就労制度の

目的

育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針を策定する（策定に当たっては、有識者や労使団体

の会議体から意見を聴取）。

分野別運用方針において、生産性向上及び国内人材確保を行ってもなお不足する人数に基づき分野ごとの受入れ見込数を

設定し、これを受入れの上限数として運用する。

基本方針・

分野別運用方針

（育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや）育成就労が適正に実施されているかどうか監理

を行うなどの役割を担う監理支援機関を許可制とする（許可基準は厳格化。技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許

可を受けなければ監理支援事業を行うことはできない。）。

監理支援機関の
許可制度

育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とする（育成就労計画には育成就労の期間（３年以内）、育成

就労の目標（業務、技能、日本語能力等）、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受ける）。

育成就労計画の
認定制度

・送出国と二国間取決め（ＭＯＣ）の作成や送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入など、送出し

の適正性を確保する。

・育成就労外国人の本人意向による転籍を一定要件の下で認めることなどにより、労働者としての権利保護を適切に図る。

・地域協議会を組織することなどにより、地域の受入環境整備を促進する。

適正な送出しや
受入環境整備の

取組

1



育成就労制度及び特定技能制度のイメージ

（注１）特定技能１号の試験不合格となった者には再受験のための最長１年の在留継続を認める。

（注２）育成就労制度の受入れ対象分野は特定技能制度と原則一致させるが、特定技能の受入れ対象分野でありつつも、国内での
育成になじまない分野については、育成就労の対象外。

高技能レベル

（就労開始までに）
○ 日本語能力A１
相当以上の試験
（日本語能力試験
（ＪＬＰＴ）のＮ
５等）合格

or
○ それに相当する
日本語講習の受講

受入れの範囲：育成就労産業分野
（注２）

○ 技能検定基礎級等
＋

○ 日本語試験（A１相当以上の水
準から特定技能１号移行時に必要
となる日本語能力の水準までの範
囲内で各分野ごとに設定）

⇒これらの試験への合格が
本人意向の転籍の条件

○ 技能検定試験３級や特定技能１号評価試験
＋

○ 日本語能力Ａ２相当以上の試験(ＪＬＰＴ
のＮ４等)

※ 育成就労を経ずに外国で試験を受験して
特定技能１号で入国することも可。

○ 特定技能２号評価試験
＋

○ 日本語能力Ｂ１相当
以上の試験（ＪＬＰＴの
Ｎ３等）

育成就労
（３年間）

特定技能１号
（５年間）

特定技能２号
（制限なし）

（注１）

２



育成就労制度の関係機関のイメージ

主務省庁

送出機関送出機関

育成就労外国人

地方出入国在留管理局地方出入国在留管理局

外国人育成就労機構

監理支援機関

育成就労実施者（受入れ機関）

・新たに二国間取決め(ＭＯＣ)作成

・長期にわたって産業を支える人材として
育成・雇用（人手不足分野における人材
育成及び人材確保を目的）

送出国政府

・計画認定、実地検査、指導・助言等

ハローワーク

育成就労計画の認定や計画に基づく育成
就労が実施されているかの実地検査など
を行う

・連携

監理支援機関や機構と
連携して転籍を支援

育成就労外国人と育成就労実施者の間の
雇用関係の成立のあっせんや適正な育成
就労が実施されているかどうかの監査な
どを行う
（単独型育成就労においては関与なし）

原則としてＭＯＣを作成した国
からのみ受入れを行う

育成就労を行いたい外国人の
募集や事前研修などを行う

育成就労を行いた
い外国人からの求
職の申込みの取次
ぎを行う

３



施行までのスケジュール（予定）
２０２４年
（令和６年）

２０２５年
（令和７年）

２０２６年
（令和８年）

２０２７年
（令和９年）

基本方針、主務省令等
の作成

事前申請
（監理支援機関の許可等）

分野別運用方針分野別運用方針
の作成（育成就
労産業分野の設
定等（※））

੝
ਫ
১
઱
ষ

送出国とMOCの交渉・作成・署名

※ 育成就労産業分野・特定産業分野の設定は、必要に応じて、改正法施行までの間にも行う。

４



技能実習に関する経過措置のイメージ

５

施行日（令和９年予定）

入国 出国

入国

申請

施行日前に既に技能実習を終えて出国している場合は、技能
実習生として再度入国することはできません（注３）。

（注３）技能実習を行っていた期間や職種によっては、育成就労外国人
として再度入国することができる場合があります。

②施行日前に技能実習計画（注２）の認定の申請をしている
場合は、施行日以後に技能実習生として入国できる場合があ
ります。

（注２）施行日から３か月以内に開始することを内容とする技能実習
計画に限ります。また、技能実習計画は、施行日以後に認定される
場合があります。

①施行日前に入国し、施行日時点で現
に技能実習を行っている場合は、引き
続き技能実習を行うことができます。

入国

下記①又は②に該当する場合、施行日後にも技能実習を行うことが可能であり、要件を満たせば、次の段階の技能実
習までは引き続き行うことができます（注１）。また、この場合には、技能実習制度のルールが適用され、技能実習か
ら育成就労に移行することはできません。

（注１）施行日時点で技能実習１号で在留する方は技能実習計画の認定を受けた上で技能実習２号への移行ができますが、施行日時点で

技能実習２号で在留する方の技能実習３号への移行については、一定の範囲のものに限られます。



参考資料



「日本語教育の参照枠」の全体的な尺度（抜粋）
日本語能力の熟達度について６レベルで示したもの

＜参考＞日本
語能力試験
（JLPT）※

＜参考＞日本語
基礎テスト
(JFT-Basic)

＜参考＞就労場面での「できることリスト」
【厚労省・外国人就労・定着支援事業】

＜参考＞英検と
CEFRとの対応
（英検協会HPよ
り）

熟
達
し
た

言
語
使
用
者

C2
聞いたり、読んだりしたほぼ全てのものを容易に理解する
ことができる。自然に、流ちょうかつ正確に自己表現がで
き、非常に複雑な状況でも細かい意味の違い、区別を表
現できる。

－ － － －

C1
いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理
解することができ、含意を把握できる。言葉を探していると
いう印象を与えずに、流ちょうに、また自然に自己表現が
できる。社会的、学問的、職業上の目的に応じた、柔軟な、
しかも効果的な言葉遣いができる。

－

－ １級

N1

自
立
し
た

言
語
使
用
者

B2
自分の専門分野の技術的な議論も含めて、具体的な話
題でも抽象的な話題でも複雑なテクストの主要な内容を
理解できる。お互いに緊張しないで熟達した日本語話者
とやり取りができるくらい流ちょうかつ自然である。

－ １～凖１級

N2

B1
仕事、学校、娯楽でふだん出合うような身近な話題につ
いて、共通語による話し方であれば、主要点を理解できる。
身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法
で結び付けられた、脈絡のあるテクストを作ることができ
る。

－ － 準１～２級

N3

N4
基
礎
段
階
の

言
語
使
用
者

A2
ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事
など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や
表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日
常の事柄についての情報交換に応じることができる。

合格

顧客等とのやりとり有り
不明なことがあった場合、上司等
が助けてくれれば実施可能な業
務

レジ打ち等の接客、配達、介護、調
理 など

２～準２級
顧客等とのやりとり有り
限定的・定型的なやりとりで実施
可能な業務

機械オペレーター顧客が少ない場
所で行う商品陳列、キッチン内で
行う調理業務 など

A1
具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的
表現と基本的な言い回しは理解し、用いることもできる。
もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船を出してく
れるなら簡単なやり取りをすることができる。

N5 － 顧客等とのやりとり無し
上司・同僚から簡単な指示を受
けて行う単独業務

検品・袋詰め・仕分け、農作物収
穫、清掃・洗濯 など ３級

各レベルについての説明は、CEFR日本語版（追補版）の訳文を基にし、
CEFR補遺版を参考に一部修正を加えた。

• ＣＥＦＲ（ヨーロッパ言語共通参照枠）を参考に、日本語の習得段階に応じて求められる日本語教育の内容・方法を明らかにし、外国人等が適切な日本語
教育を継続的に受けられるようにするための共通の基盤として示したもので、日本語教育に関わる全ての者が参照できる日本語学習、教授、評価のための
枠組み。

• 日本語の学習・教授・評価を考える際に必要になる、日本語のレベルを示した全体的な尺度と、「聞く」「読む」「話す（やりとり・発表）」「書く」の言語活動
別に実生活において日本語を使ってどんなことができるかを表した言語能力記述文（Can do）を示すもの。

「日本語教育の参照枠」のレベル尺度（日本語能力の熟達度について６レベルで示したもの）

※JLPTのN5～N1と日本語教育の参照枠の各レベルとの対応は概ねの目安。詳細
は2025年2月下旬公表、同年12月試験結果より通知開始予定


